






参考１

方法

• 対象は東京都内の三次医療機関に搬送された、非医療機関にお
けるAED使用症例。
① 搬送先病院から本作業部会に内部データ回収の依頼を受ける。

• 発生現場、日時、傷病者の性別と大まかな年齢

② 本作業部会から、AED管理者に連絡を行い、データ回収の承諾を
得る。

• 電話でAEDの所在を確認し、そのAEDの管理者にデータ回収の承諾を得る。

③ 本作業部会からAED管理販売業者に回収の依頼を行う。
• 回収依頼書を作成して、依頼する。

④ AED管理販売業者が内部データを回収する。
⑤ AED管理販売業者から本作業部会に内部データの提供をうける。
⑥ 本作業部会より、搬送先病院にデータを提出をする。

データ回収の流れ

作業部会にデータ回収依頼

AED使用現場の管理者に
AEDデータ回収の承諾をとる。

AED管理販売業者にデータ回収を依頼

承諾のとれたAED使用現場で、
AEDのデータを回収する。

作業部会にデータ提供

搬入先病院
MCにデータ提供

搬入先病院


